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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
障
害
者
支
援
費
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
の
規

定
等
に
よ
る
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
（
以
下
「
居
宅
生
活
支
援
費
」
と
総
称
す
る
。
）
の
支
給
の
対

象
と
な
る
障
害
者
の
居
宅
支
援
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
大
幅
に
伸
び
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
年
度
の
居
宅
生
活

支
援
費
に
係
る
国
庫
補
助
の
所
要
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
な
供
給
の
た
め
、
今
後
、
予
算
の
流
用
等
を

含
め
、
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
確
保
に
最
大
限
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

今
年
度
の
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
額
は
昨
年
度
に
比
し
て
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
が
、
こ
の
主
た
る
要
因
と
し

て
は
、
障
害
者
の
居
宅
支
援
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
大
幅
な
伸
び
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

障
害
者
福
祉
制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め
に
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
、
給
付
の
支
給
決
定
に
関
す
る
障
害
の
程
度
等
に

係
る
基
準
の
設
定
や
い
わ
ゆ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
化
等
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
在
、
社
会
保
障
審
議

一



会
障
害
者
部
会
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
検
討
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

居
宅
生
活
支
援
費
に
係
る
国
の
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
給
付
の
支
給
決
定
に
関
す
る
障
害
の
程
度
等
に
係
る
基
準
の
設

定
や
利
用
者
負
担
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
に
、
政
府
が
「
故
意
に
財
源
不
足
を
際
立
た
せ
て
い
る
」
と
の
事
実
は
な
い
。

な
お
、
障
害
者
福
祉
制
度
と
介
護
保
険
制
度
の
関
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
附
則
第
二
条
の
趣
旨
等
に
の
っ
と
り
、
現
在
、
社
会
保
障
審
議
会
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


